
介護予防・日常生活支援総合事業
（総合事業）説明会

令和８年２月20日（金）

野々市市健康福祉部介護長寿課



本日の内容

①現在の総合事業（概要）、今後の予定について

②短期集中型サービスについて

③フレイル予防センターの機能と役割について

④指定について

⑤利用者への説明について

※本日説明した内容は「案」であり、今後変更する場合があります。



現在の総合事業（概要）、今後の予定について
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訪問型サービス類型（現在）

サービス
種別

訪問介護相当サービス 生活支援訪問サービス

サービス
内容

訪問介護員による身体介護及び生活援助

（家事援助）

生活援助（家事援助）

対象者と

サービス

提供の考

え方

介護福祉士等の専門職により対応が必要と

認められるケース

※状態等を踏まえながら、多様なサービス

の利用を促進していくことが重要

介護福祉士等の専門職以外の者（一定の研

修修了者等）により対応することができる

ケース
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通所型サービス類型（現在）

サービス
種別

通所介護相当サービス 自立支援通所サービス

サービス
内容

・入浴、排泄、食事等の介護その他の日常

生活上の支援を実施

・生活機能の向上のため機能訓練等を実施

・提供時間：対象者のケアマネジメントに 

  基づき適切な提供時間を設定する

・入浴、排泄、食事等の介助（身体介護

等）を行わない

・対象者の日常生活、レクリエーション、

行事、集団体操等を通じて運動は行うも

のの、専門的な内容は実施しない

対象者と

サービス
提供の考
え方

看護師又は介護福祉士等の専門職により対

応が必要と認められるケース

※状態等を踏まえながら、多様なサービス

の利用を促進していくことが重要

看護師又は介護福祉士等の専門職以外の者

（一定の研修修了者等）により対応するこ

とができるケース

・閉じこもり予防

・運動する場の提供

・入浴の場の提供

・集う場の提供



介護予防・日常生活支援総合事業の構成

令和６年度改正
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サービス
種別

現行相当サービス 基準緩和サービス

訪問介護相当サービス 生活支援訪問サービス

通所介護相当サービス 自立支援通所サービス

今後の
予定

現状のまま、継続 第10期介護保険事業計画期間（令和９年４月
１日～令和12年３月31日）でサービス提供を
終了

（受け入れ体制等の移行）
・利用者の新規受け入れ終了
・事業者の新規指定終了
・事業者の指定更新終了
・現在の利用者について

現在の認定有効期限又は第10期介護保険
事業計画期間が終了する令和12年３月31日
までに他の支援へ移行

今後の予定（令和８年４月～）



短期集中予防サービスについて



基準緩和サービスについて（野々市市の方針）

• 総合事業の本来の目的は、利用者の生活機能の維持・改善です。基
準緩和サービスが長期化・固定化している現状を是正し、明確な改
善実績を目指す『短期集中型』へシフトすることで、地域全体の介
護予防の質を高めます

• 目標達成後も利用を続けることは、適切なマネジメントとは言えま
せん。短期集中予防サービスの導入により、アセスメントに基づい
た『出口のある支援』を徹底し、限られた介護資源を真に改善が必
要な層へ適正に分配します

• 短期集中予防サービスの利用終了前に専門職を交えた会議を行い、
客観的なデータ（歩行速度の改善など）をもとに、本人・家族・ケ
アマネが納得して「卒業」できる環境を整えます



基準緩和サービスから
短期集中予防サービスへ

年度 新規利用者の取扱い 既存利用者の取扱い 備考

令和8年度 (2026) 新規指定・新規利用の
停止
原則として「短期集中
予防サービス」を利用

経過措置期間
現行の基準緩和サービ
スを継続利用可能

ケアマネジメントにて短
期集中予防サービスへの
移行等を周知

令和9年度 (2027)

令和10年度 (2028)

短期集中予防サービス
利用終了後、改善者は
一般介護予防へ、改善
が難しい場合は現行相
当サービスへ移行

認定更新時に利用サー
ビスの変更開始
認定更新・区分変更時
に順次「現行相当」等
へ移行

基準緩和サービスの事業
所廃止に向けた最終調整

令和11年度（2029） 全利用者の移行完了
令和11年度末までに基
準緩和サービスを完全
終了

自治体の地域支援事業実
施要綱の改正完了



短期集中予防サービスについて

令和８年４月 令和８年10月 令和９年２月 令和９年度から 令和11年度までに

はつらつトレーニ
ング事業（現在の
短期集中予防サー
ビス）

令和９年１月まで
は現在の短期集中
予防サービスを継
続

通所型サービス・
活動Ｃ（変更）週
２回／人

訪問型サービス・
活動Ｃ（新規）週
１回／人

介護予防ケアマネ
ジメント及び介護
予防支援の見直し

改善可能性を、専
門職からの意見を
参考に見立てる

更新申請時に、基
準緩和サービスは
終了とする

終
了

継続

継続

随時、終了または変更



フレイル予防センターの機能について



フレイル予防センターの機能

• フレイル予防に関する相談の受付（常駐）：運動、口腔、栄養全て

• 通所型サービス・活動Ｃ（短期集中予防サービス）

• 訪問型サービス・活動Ｃ（短期集中予防サービス）

• 地域サロン等への専門職派遣

• 常設の通いの場の提供（短期集中予防サービスを実施しない時間帯）

• 地域の医療機関のリハビリ専門職との連携

• 地区地域包括支援センターのアセスメント支援

• 地区地域包括支援センターや生活支援コーディネーターと連携し、新

たな通いの場の立ち上げ支援

• シルバーリハビリ運動指導士のフォローアップ

• 地域ケア会議や包括連絡会での専門的な助言



指定について



新規指定 指定更新
サービスの提供

（利用）

指定を受けている
事業者

指定有効期限以降
×

※Ｒ12.4.1以降に指定更
新がある場合はそれ以降

×

現在の認定有効期限又は第10期
介護保険事業計画期間が終了する
令和12年３月31日まで

令和12年４月１日以降、基準緩
和サービスのサービスコードは利
用できなくなります

指定を受けていない
事業者

× ×



利用者への説明について



利用者への説明手順について

①地域包括支援センターが基準緩和サービスの利用者を抽出

②利用期限が近い対象者から順に、地域包括支援センターと

委託先居宅介護支援事業所で協議

③地域包括支援センターより利用者へ説明と同意

（市が作成した事業説明のチラシの活用可）

利用者への説明等を行うにあたり、市への問い合わせや相談につ
いては、地域包括支援センターが行ってください。



繰り返しの説明となりますが…



1. 令和8年度から
事業の一部変更、利用の移行開始

• 新規相談者： 基準緩和サービスへの新規利用を停止します
• 短期集中予防サービスの活用： まずは短期集中予防サービス（3〜

6ヶ月）を利用し、リハビリ専門職等によるアセスメントを実施しま
す

• 改善の可能性がある：サービス利用終了後、一般介護予防事業（「通
いの場」等）を利用し、自立支援（セルフケア）へ移行します

• 改善が困難： 身体状況や生活環境に鑑み、継続的な支援が必要な場合
は「現行相当サービス」へ切り替えます

• 令和８年度に更新予定で、かつ移行に時間がかかる場合には、令和11
年度の更新予定のでに完全移行となる旨、説明してください



2. 令和11年度末までに既存利用者の移行
完了

• 更新時の判定： 介護保険の認定更新時期に合わせて、ケアマネ
ジャーがモニタリングを実施

• サービスの見直し： 基準緩和サービスを利用中の既存利用者に
対し、原則として「現行相当サービス」への切り替え、または
状態良好な場合は一般介護予防の利用を促します

• 野々市市の方針としては、継続的に「送迎が必要」な場合は、
本来であれば人員体制の整った「現行相当サービス」の利用が
必要であると考えます



ご理解とご協力をよろしくお願いします。
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